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相模原市債権回収対策基本方針 
H26.10改定 

１ 策定趣旨 

本市では、納期限を経過しても納付されない債権について、滞納者に納付を促すた

めの様々な措置を講じているが、平成２２年度決算時における収入未済額の累計は約

１７５億円で、５年前の１７年度決算時と比較すると、約４５億円、約３５％の増加

となっている。また、２３年度決算では、収入未済額の累計は約１８１億円で、２２

年度に比べて約６億円の増となり、さらに悪化する傾向にある。 

平成２４年４月に相模原市債権の管理に関する条例（以下「債権管理条例」という。）

を施行し、債権管理の適正化に努めているところであるが、市民の負担の公平性の確保

とともに自主財源の確保を図るためには、さらに債権管理条例の実効性を高めていく必

要性がある。 

このため、相模原市債権回収対策基本方針（以下「本方針」という。）を策定し、全

庁的な共通認識の下に債権回収の取組を推進するものである。 

 

２ 本方針の位置付け 

本方針は、全庁的な債権回収対策について、事務処理の適正化を図るとともに、効

率的かつ効果的な取組を推進するための基本的考え方とする。 

 

３ 実施期間 

本方針の実施期間は、平成２４年１１月１５日から平成２９年５月３１日（平成 

２８年度決算）までとする。 

 

４ 対象債権 

本方針の対象債権は、債権管理条例に規定する市の債権（強制徴収債権及び非強制

徴収債権）とする。 

 

５ 債権管理に関する取組 

市の債権を所管する課等（以下「債権所管課」という。）は、債権管理条例に基づき、

台帳の整備、督促、滞納処分、強制執行、徴収停止、履行延期の特約等の事務処理を

徹底するものとする。 

なお、真に止むを得ない事由により、回収が不能となった非強制徴収債権について

は、債権管理条例に基づく放棄の措置等を執るものとする。 

 

６ 未収金発生予防・早期回収に関する取組 

債権所管課は、納付方法の拡充など市民が納付しやすい環境づくりや、納期内納付

の周知・啓発に努め、未収金の発生予防を図るものとする。 

また、納期限までに納付しない者があるときは、法令等の規定に基づく督促をし、

なお納付しない場合には、文書、電話による催告や訪問等による直接交渉を行うなど、

積極的に未収金の早期回収を図り、現年度分の収納率の向上に努めるものとする。 
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７ 債権回収対策に関する取組 

債権の回収対策については、債権所管課が主体的に取組むものとし、併せて、平成

２５年度を目途として、債権所管課において回収困難となった債権（以下「移管対象債

権」という。）の処理などを担う専管組織（以下「専管組織」という。）を設置し、債権

所管課と専管組織で役割分担をしつつ相互に連携し、債権回収に取組むものとする。 

また、再三にわたり催告等をしてもなお納付しない者に対しては、資力の有無や生

活状況の把握に努めた上で、滞納処分や訴訟等の措置を含め、積極的に債権の回収を

図るものとする。 

 

８ 専管組織の取組 

専管組織は、債権所管課における収納強化を図るため、債権所管課に対し実務上の

指導を行うとともに、研修、支援等を通じて債権回収手法の技術向上を図り、債権回収

に係る人材育成に努めるものとする。 

また、専管組織は、移管対象債権に係る実態調査を行った上で、債権所管課から債

権回収事務を引き継ぎ、専管組織の機能を有効活用し、積極的に債権回収に当るもの

とする。特に、非強制徴収債権のうち債権所管課では実行が困難な訴訟等の措置を要

する案件については、専管組織が対処するものとする。 

 

９ 目標 

本方針における目標は、債権所管課及び専管組織において、債権管理条例に基づく

適正な事務処理や未収金の発生予防・早期回収、債権回収の積極的な取組などを進め、

収入未済額の削減を図ることとする。 

 

【目標値：平成２８年度決算における収入未済額を平成２３年度比１８億５千万円削減】 

 

＊主な債権の削減目標（決算額ベース）           （単位：百万円） 

債権名 
平成２３年度 

Ａ 

平成２８年度 

Ｂ 

削減額 

Ａ-Ｂ＝Ｃ 

市税 6,217 4,760 1,457 

国民健康保険税 10,566 9,500 1,066 

その他の債権 1,327 2,000 ▲673 

合 計 18,110 16,260 1,850 

・その他の債権は、平成２３年度決算において合計４０債権 

・下水道事業会計を除く 
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10 債権回収等実行計画 

本方針に基づく取組を着実に実施するため、毎年度、債権所管課において回収する

債権、専管組織において移管を受けて回収する債権等について、債権ごとに件数、金額、

収納率等の内容を定めた実行計画を策定するものとする。 

 
11 推進体制 

本方針の取組を推進し、収入未済額を削減することを目的として、市長を本部長と

する相模原市債権回収特別対策本部を平成２４年度中に設置し、全庁的な債権回収対策

の取組を展開するものとする。 

 

＜債権回収対策に係る推進体制＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 上記の推進体制は、平成２５年度までの収入未済額の削減、組織改正等を踏まえ

た見直し後の構成である。 
 

○ 本方針の策定及び改定の経過 

平成２４年１１月１４日 策定 

平成２６年１０月1日  改定 

 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長 

本 部 員：総務局長、企画財政局長、健康福祉局長、環境経済局長、都市建設局長、 

総務部長、企画部長、財務部長、税務部長、福祉部長、 

保険高齢部長、こども育成部長、経済部長、まちづくり計画部長、土木部長 

 

副本部員：職員課長、企画政策課長、経営監理課長、財務課長、税制課長、 

債権対策課長、納税課長、緑市税事務所長、南市税事務所長、 

地域医療課長、緑生活支援課長、中央第１生活支援課長、 

中央第２生活支援課長、南生活支援課長、介護保険課長、 

国民健康保険課長、こども青少年課長、こども施設課長、 

保育課長、産業政策課長、住宅課長、下水道経営課長 

 

＊構成員（副本部員）は、収入未済額概ね300万円以上が対象 

 

事 務 局：債権対策課 

 
【所掌事務】 

・債権回収対策基本方針の推進 

・債権回収等実行計画の策定、進行管理 

・債権回収対策に向けた庁内連携・調整 

相模原市債権回収特別対策本部 


